
ヒアルロン酸機能性研究会会則 

第１章 総則 

第１条 （名称） 

本会は、「ヒアルロン酸機能性研究会」と称する。 

英文名は、" Hyaluronan Functionality Association "とする。 

 

第２条 （目的） 

本会はヒアルロン酸に関する基礎および臨床研究の推進と、その成果の普及および社会への貢献、ならびに会員相互の交流をはか

ることを目的とする。 

 

第３条 （事業） 

本会は前条の目的を達するため、次の事業を行う。 

1. 定期学術大会、講演会の開催 

2. 学術大会の記録、その他の刊行物の発行 

3. 内外の関連諸学会等との連絡および協力活動 

4. その他本会の目的達成に必要な事業 

 

第４条 （事務局） 

1. 本会に事務局を置くことができる。 

2. 事務局には、事務局長および職員を置くことができる。 

3. 事務局長および職員は会長によって任命することができる。 

4. 事務局は本会の活動を補佐する。 

第２章 会員 

第５条 （会員） 

本会の会員は次のとおりとする。 

 

1. 学術会員 

本会の目的に賛同し、かつ、大学の教育、又は研究を目的とした公的法人ないしは公的機関同等の研究者、又は学識を有する個人

で、本会が承認した個人。 

2. 一般会員 

本会の目的に賛同し、かつ、施設及び企業等の研究者、又は学識を有する個人で、本会が承認した個人。 

3. 賛助会員 

本会の目的に賛同し、かつ、その事業を援助する個人で、本会が承認し年次学術大会等に参加する個人。 

4. 法人会員 

本会の目的に賛同し、かつ、研究成果を発表する企業又は団体で、本会が承認し年次学術大会等に参加する企業又は団体。 

5. 名誉会員 

本会の目的に賛同し、かつ、本会の活動並びにヒアルロン酸の啓発活動に特に貢献された個人で、理事会で推薦され理事会が承認

した個人。 

 



第６条 （法人会員） 

1. 法人会員は、代表者 1名を決め、事務局に届け出なければならない。 

2. 法人会員である法人（または団体）に所属する者は、代表者を含めて 3名まで本会の事業に参加できる。この場合の個人は

年会費を納めなくてよい。 

 

第７条（入会） 

本会の会員になろうとする者は、所定の様式による申し込みをし、会長の承認を得なければならない。 

 

第８条（退会） 

1. 会員が退会するときは、書面でその旨を事務局に届けなければならない。 

2. 会費を 2年間滞納した時は退会したものとみなす。 

 

第９条（除名） 

会員が本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為のあった時は、理事会の議決後に除名するものとする。 

第３章 役員および評議員 

第１０条 （役員および評議員） 

1. 本会の役員は、会長 1名、理事若干名、監事 2名以内とする。 

2. 会長は理事の互選により選ばれる。 

3. 会長は必要に応じて理事の中から副会長を推薦し、理事会で承認を受けて選任する。 

4. 会長は理事の中から監事を推薦し、理事会で承認を受けて先任する。 

5. 理事は評議員の中から理事会で内定され、総会の了承を得て決定される。 

6. 評議員は、学術会員または一般会員の中から理事会で内定され、総会の了承を得て決定される。 

 

第１１条（役員の職務） 

1. 会長は本会を代表し、会務を総括する。 

2. 会長は理事会ならびに総会では議長となる。 

3. 副会長および理事は会長を補佐し、本会の担当業務を遂行する。 

4. 監事は本会の業務および会計上の監査を行う。 

5. 会長は、理事会にて理事の中からコンプライアンス委員及び会計委員を指名する。 

 

第１２条 （役員および評議員の任期） 

役員および評議員の任期は 2年とする。但し、再任は妨げないものとする。 

第４章 会議 

第１３条 （会議） 

本会に理事会、総会をおく。 

 

第１４条 （理事会） 

1. 理事会は本会の運営に関する事項や理事会で必要と認めた事項を審議する。 

2. 理事会は原則として毎年１回以上開催する。 



3. 理事会は理事の 2分の 1以上の出席を必要とする。ただし、当該議事に対してあらかじめ書面をもって意思表示したものは

これを出席者とみなす。 

4. 理事会の議長は会長とする。ただし、会長が欠席の場合は副会長がこれを行う。 

5. 理事会の議事は出席者の過半数をもって決し、賛否同数の場合は議長の決するところによる。 

 

第１５条 （総会） 

1. 総会は、事業、会計、会則の改正等を定例議事とし、その他、会務の立案、執行に関する重要事項を審議する。 

2. 総会は原則として毎年１回学術大会期間中に会長が招集し開催する。 

3. 総会は、会員（評議員、学術会員、一般会員）をもって構成する。 

4. 総会の議決に関しては会員（評議員、学術会員、一般会員）の 3分の 1以上の出席を必要とする。ただし、当該議事に対し

てあらかじめ書面をもって意思表示したものはこれを出席者とみなす。 

5. 総会の議長は会長とする。ただし、会長が欠席の場合は副会長がこれを行う。 

6. 総会の議事は出席者の過半数をもって決し、賛否同数の場合は議長の決するところによる。 

第５章 会費および会計 

第１６条（会費） 

1. 会員は別に定めた会費（年会費、研究会参加費等）を納入するものとする。 

2. 既納の会費はいかなる場合でも返還しない。 

3. 会費は主として本会の運営に充当されるものとする。 

4. 年会費は会長の提案により、理事会の承認を得て決定される。 

 

第１７条 （会計年度） 

本会の会計年度は、1月 1日から 12月 31日までの 1カ年とする。 

第６章 会則の変更 

第１８条 （会則の改正） 

1. 本会の会則の改正は、理事会において、各々4分の 3以上の議決を経て、その後に開催される総会の承認に基づいて行われ

る。ただし、当該議事に対してあらかじめ書面をもって意思表示したものはこれを出席者とみなす。 

2. 細則は、理事会の議決により立案し、もしくは修正することができる。 

第７章 会の存続 

第１９条 （会の存続） 

本会の存続は、理事会が 2年ごとに討議する。理事会が必要と認めれば本会は存続するものとする。本会の終了は、理事会におい

て、各々4分の 3以上の議決を経て、その後に開催される総会の承認に基づいて行われる。ただし、当該議事に対してあらかじめ

書面をもって意思表示したものはこれを出席者とみなす。 

細則 

第 1条 本会の運営に必要な事項は、この細則に定める。 

 

第 2条 細則の立案及び修正は、会則第 18条第 2項により、理事会が行なう。 



 

第 3 条 会則第 16条に定める年会費は次の通りとする。 

 

1. 年会費 

学術会員:1,000 円とする。（ただし、学生については無料とする。） 

一般会員:5,000 円とする。 

賛助会員:5,000 円とする。 

法人会員: 一口 5万円で 2口以上とする。 

2. 年会費を継続して 2年滞納した会員は自動的に退会したものとする。 

 

 

問い合わせ先 

ヒアルロン酸機能性研究会 事務局 

〒104-0031 東京都中央区京橋 2-5-3 小森ビル 4階 

TEL：080-8060-1990  FAX：03-5384-7879 

E-mail：hfa-info@hyaluronan.jp 

 

2015 年 3月 12日作成 

2017 年 9月 14日 一部改正 

「ヒアルロン酸機能性研究会」 会長 

早稲田大学 矢澤 一良 

 


